
     特殊勤務手当（平成 18 年４月１日現在）
手当の種類（手当数） 10 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価
税務手当 徴税事務に従事する職員 町税の賦課および徴収業務 月額１，５００円

防疫手当 防疫作業に従事した職員

感染症の患者等の救護作業または

感染症の病原体の付着した物件等

の処理業務

日額５００円

水道業務手当 簡易水道の業務に従事する職員 簡易水道事業の維持管理業務 月額２，５００円

医師手当 診療所に勤務する医師 診療所に勤務する医師の業務

勤務１月につき次の額

①診療所長　給料月額の１００分の５に

８０万円以内の額を加算した額

②その他の医師　給料月額の１００分の３

に８０万円以内の額を加算した額

業務手当 診療所に勤務する職員
診療所に勤務する医師および医療

技術職員の業務

勤務１月につき次の額

①医師　給料月額の１００分の２０

②その他の技術職員　給料月額の１００分

の２

臨床手当 診療所に勤務する医師 入院患者の診療業務 月額３０万円

往診手当 診療所に勤務する医師 往診業務 往診料の１００分の３０に相当する額

へき地診療所手当 診療所に勤務する医師 へき地診療業務 勤務１回につき６，０００円

夜間看護手当

診療所に勤務する看護士および準

看護師または町長がこれに準ずる

と認める職員

正規の勤務時間による勤務の一部

または全部が深夜の看護等の業務

勤務１回につき，次の額

①２時間未満　２，０００円

②２時間以上４時間未満　２，８００円

③４時間以上　３，２００円

老人ホーム勤務手当 老人ホーム長生園に勤務する職員 老人ホームにおける介護業務

勤務 1月につき，次の額

①看護師　８，０００円

②指導員，介護職員　６，０００円

③調理員　４，２００円

④園長を除くその他の職員　２，０００円

      退職手当（平成 18 年４月１日現在）
長　　　島　　　町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.5 月分 32.76 月分 勤続２０年 23.5 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.5 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.5 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.5 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.5 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置

（退職手当組合特例制度による）

１人当たり平均支給額               27,172 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額

     ●一般行政職の級別職員数等の状況
      期末手当・勤勉手当

長　　　島　　　町 鹿　児　島　県 国
（平成 18 年度支給割合） （平成 18 年度支給割合） （平成 18 年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 　  勤勉手当

3.00  月分 1.45  月分 3.00  月分 1.45  月分 3.00  月分 1.45  月分

（ 1.60 ）月分 ( 0.75 ）月分 （ 1.60 ）月分 ( 0.75 ）月分 （ 1.60 ）月分 ( 0.75 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　５～１５％ ・役職加算　　　　５～２０％ ・役職加算　　　　５～２０％

・管理職加算　　１０～２５％ ・管理職加算　　１０～２５％
（注）　（　）内は、再任用職員の支給割合
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